
令和４年度第１回東京都地方独立行政法人評価委員会 

高齢者医療・研究分科会議事録 

 

 ●日時 令和４年７月１１日（月曜日）午後２時５６分から午後４時５６分まで 

 ●開催方法 オンライン会議 

      （発信場所：東京都庁第一本庁舎北側３３階 特別会議室Ｎ１） 

 ●出席者  矢﨑分科会長、藍委員、土谷委員、大橋委員、永山委員 

 ●審議事項 

（１）地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和３年度業務実績報告

及び第三期見込報告について 

（２）地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和３年度業務実績評価

（案）及び第三期中期目標期間見込評価（案）に関する意見聴取について 

 

○施設調整担当課長 ただいまより、令和４年度第１回東京都地方独立行政法人評価

委員会高齢者医療・研究分科会を開催いたします。 

  本日はお忙しい中、ご出席をいただきありがとうございます。 

  今回はオンラインでの開催とさせていただいておりますが、会議の進行の都合上、

矢﨑分科会長及び大橋委員並びに健康長寿医療センターの理事長をはじめ、皆様に

おかれましては、東京都事務局と共に都庁会議室からご参加いただいております。 

  申し遅れましたが、私、福祉保健局高齢社会対策部施設調整担当課長、中尾と申

します。議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

  それでは、会議に先立ち、高齢者施策推進担当部長の花本より一言、皆様にご挨

拶申し上げます。 

○高齢者施策推進担当部長 ４月１日付で高齢者施策推進担当部長として着任いたし

ました花本でございます。 

  今年度第１回の分科会の開催に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

  本日は、矢﨑分科会長をはじめ、分科会委員の皆様におかれましては、お忙しい

中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

  また、鳥羽理事長をはじめ、健康長寿医療センターの皆様には、業務実績報告の

ためにご足労いただきまして、ありがとうございます。 

  東京都健康長寿医療センターも地方独立行政法人として設立されてから今年で 

１４年目を迎え、平成３０年度から令和４年度までの第三期中期目標期間も最終年

度を迎えることになりました。 

  これまで病院事業におきましては、高齢者の特性に配慮した低侵襲な医療を提供

するなど、三つの重点医療をはじめとする高齢者医療の充実を図ってまいりました。 
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  また、研究事業におきましても、病院と研究所を一体的に運営する特徴を生かし、

臨床応用や実用化につながる取組を推進し、研究成果の普及・還元に取り組んでま

いりました。 

  そうした中、新型コロナウイルス感染症への対応は２年を超える長きに及んでお

り、また、このところの感染急拡大により第７波への懸念が強まる中で、法人にお

いては、引き続き、東京都からの要請に応じて、重症患者用のベッドの確保、重篤

化した患者へのＥＣＭＯの活用を含む高度医療の提供のほか、東京都が運営いたし

ます宿泊療養施設に対するリーダー看護師の派遣など、公的医療機関としての役割

を積極的に果たしていただいているところでございます。 

  今年度は第３期の最終年度ということで、例年の審議事項である単年度の業務実

績評価に加えまして、第三期中期目標期間の見込評価、それを受けての法人の組

織・業務全般の検討、そして第四期中期目標及び中期計画などをご審議いただく予

定でございます。 

  まず、本日は、法人から令和３年度の業務実績及び第三期中期目標期間に見込ま

れる業務事績についてご報告いただきまして、その後、委員の皆様においては、そ

れぞれの業務実績評価案についてご審議いただくこととしております。 

  来週１９日の第２回分科会においては、法人の組織・業務全般の検討、第四期中

期目標の案についてご審議をいただいた後、２６日の第３回分科会において、各々

の案を決定いただきます。 

  その後、令和３年度及び第三期の見込評価、第四期中期目標につきましては、８

月に開催される親会においてもご意見を頂くこととなっております。 

  ７月１日には、都としては４番目の地方独立行政法人である都立病院機構も設立

され、先行独法である法人の取組は今まで以上に注目されております。 

  令和５年度から始まる新たな中期目標期間に法人運営をより充実したものとする

ためにも、委員の皆様からの忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、私

からのご挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○施設調整担当課長 続きまして、本日の出席状況になります。 

  全委員にご出席いただいておりますことをご報告いたします。 

  また、本日の分科会につきましては、東京都地方独立行政法人評価委員会運営要

綱第２条に基づき、原則、公開としています。 

  また、同要綱第４条に基づき、議事録及び会議資料につきましては、後日、福祉

保健局のホームページに掲載する予定でございます。 

  続きまして、本日の会議資料の確認をさせていただきます。 

  オンライン参加の委員の皆様におかれましては、事前に送付させていただいてお

ります資料のうち、右肩に資料１から資料９と付されたもののご用意をお願いいた

します。なお、資料は画面上でも共有させていただきます。 
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  本日の会議次第をご覧ください。 

  配付資料の資料１から確認をさせていただきます。令和３年度地方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター業務実績等報告書概要、また、資料２といたしまして、

令和３年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績等報告書。そし

て、資料３、評価結果反映報告書。こちらは地方独立行政法人東京都健康長寿医療

センターの令和２年度評価結果における主な反映状況となります。 

  次に、資料４、東京都健康長寿医療センター第三期中期目標期間業務実績報告書

（見込）概要、資料５、こちらは実績報告書（見込）本冊になります。 

  そして、資料６、令和３年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業

務実績評価（案）について、資料７、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センタ

ー第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価（概略）（案）になりま

す。 

  さらに、資料８地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績に係る参

考値一覧、そして、資料９令和４年度東京都地方独立行政法人評価委員会高齢者医

療・研究分科会スケジュール（予定）となってございます。 

  なお、参考資料１～８につきましては、ご確認は割愛させていただきます。 

  最後に、本日、オンラインでご参加の委員におかれましては、ご発言の際はカメ

ラに向かって挙手をしていただき、ミュートを解除後にお名前をおっしゃっていた

だいてから、ご発言をお願いいたします。 

  それでは、ここからの議事進行につきましては、矢﨑分科会長にお願いしたいと

思います。 

  矢﨑分科会長、よろしくお願いいたします。 

○矢﨑分科会長 皆様、こんにちは。分科会長の矢﨑でございます。本日は、お忙し

い中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  今年度の初の分科会となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日は、まずはじめに、先ほどお話がございましたように、法人から令和３年度

業務実績及び第三期中期目標期間に見込まれる業務実績について、ご報告いただき

ます。 

  その後、審議事項として、各評価案についてご意見を頂く予定になっております

ので、よろしくお願いします。 

  それでは、健康長寿医療センターから各業務実績について報告をお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

○鳥羽理事長 皆様、お暑い中、ありがとうございます。 

  まず、令和３年度の業務実績報告書概要についてお話しいたします。 

  概要資料の２ページ目を御覧ください。 

  第三期中期計画の中で、重点方針は先ほど花本部長からありましたので省略させ
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ていただきますが、第三期におきましては、これまで培ってきた技術、知見を活用

し、全都的な取組を展開するということで、医療や研究におきまして、さらなる社

会実装への手がかりがどのように図られているかについてご評価いただければと思

います。 

  この病院の事業についてはセンター長から、研究については私から、業務につい

ては中川原より報告させていただきます。 

  自己評価結果の概要でございますが、２ページの下段にありますように、今年度

は、Ｓが６、Ａが１２、Ｂが２とさせていただきました。 

  Ｓは、一つは重点医療の中の救急医療でございまして、これはコロナを含む救急

医療を十分できたと考えてございます。 

  また、研究の中で高齢者に特有の疾患と老年症候群を克服するための研究をＳと

させていただきました。これについては、がんを中心に、後で述べさせていただき

ます。 

  研究と医療が一体になった取組の推進については、これも認知症やフレイルのこ

とに関して、あるいは基盤のことについてお話しさせていただきます。 

  また、財務内容の改善におきましては、収入の確保及びコロナ対応を含むリスク

管理の強化を十分なし得たと考えてＳとしてございます。 

  この詳細な一つ一つの項目については、病院あるいは研究を順次、述べさせてい

ただきたいと思います。 

  それでは、病院のことについて、許センター長、お願いします。 

○許センター長 センター長の許でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  中段を御覧ください。 

  令和３年度の業務実績について、今回は年度計画をおおむね達成し、第三期中期

計画の達成に向けた取組を進めることができました。 

  その左側のグラフでございますけれども、私どもの三大疾患であります、血管病、

高齢者がん、認知症の患者さんの年齢別の割合を示しております。 

  総じて申し上げますと、全ての疾患で６５歳以上の割合が約９割、８０歳以上の

割合が約半数を占め、高齢者専門医療機関としてふさわしい年齢分布をしていると

思います。 

  こうした状況に適切に対応し、都の高齢者医療及び研究の拠点としての取組を加

速させることが第三期中期計画にとって非常に重要なことでございます。 

  また、右側の表は、入院患者の担送、護送、独歩の割合を示しております。すな

わち入院患者さんをストレッチャーで運ばなければならないか、入院患者さんに車

椅子で移動していただけるか、又は入院患者さんご自身で歩けるかという分類でご

ざいますけれども、数字をご覧のとおり、介助が必要な患者さんが約８割を占める

ということで、看護等の人手が相当かかる高齢者医療を進めているということが言
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えると思います。 

  それでは、次のページをご覧ください。３ページでございます。 

  三つの重点医療をはじめとする提供体制の充実についてお話ししたいと思います。 

  血管病医療、高齢者がん医療、認知症医療、それから、４番目の生活機能の維

持・回復のための医療については、いずれもＡをつけさせていただきました。 

  ただし、５番目の医療の質の確保・向上については、評価Ｂをつけさせていただ

きました。 

  それでは、各項目について、簡単にご説明いたします。 

  まず、血管病医療におきましては、東京都のＣＣＵネットワーク、急性大動脈ス

ーパーネットワーク、これは急性大動脈解離とか、大動脈破裂のネットワークでご

ざいますけれども、これが各施設、コロナ禍ということでダウンしておりました。

受入施設が半減、あるいはもうほとんどなくなった時期もございます。 

  私どもは、コロナ禍でも、研究所と病院が協力しまして、院内で１時間以内にＰ

ＣＲ検査結果が出るというシステムを２０２０年の夏には既に整えておりまして、

こうした患者の受入れがスムーズにいく、あるいは他院で受け入れられないものに

ついても積極的に受け入れてまいりました。 

  ＴＡＶＩは、高齢者医療の経皮的大動脈弁置換として８５歳から１００歳ぐらい

の高齢の方に積極的に進めておりますけれども、これは待機的治療でございますの

で、令和３年度は令和２年度に比べて半減しました。 

  一方、カテーテルアブレーション、これは高齢者の心房細動の症例でございます

けれども、心房細動に対するアブレーションは、この間、順調に伸びております。 

  次に、脳卒中の救急でございますけども、ｔ－ＰＡ治療、あるいは脳動脈瘤のコ

イル塞栓術、これらはコロナ禍でも順調に増えております。 

  そうした中で、急性期の患者さん、特に手術だとか、カテーテル治療を必要とす

る患者さんの受入れについては、コロナ対応と一体として運営していく必要がござ

いました。 

  次に、高齢者がんでございますけども、昨年から、肝胆膵領域の外科がん治療を

進めてまいりました。 

  特に膵臓がんに関しましては、発見されたときに手術が可能な症例は約２０％と

言われております。また、手術によって５年生存率が得られる症例は２０～４０％

ということで、今日、なお、非常に成績の悪いがんでございます。 

  そうした肝胆膵のがん治療に対しまして、新しいチームを組んで治療を進めた結

果、このところ、順調に治療成績が向上しております。 

  次に、胃がんや大腸がんに関しましては、内視鏡下の早期治療が非常に充実して

まいりまして、ＥＳＤ、ＥＭＲは順調に増えております。 

  また、放射線治療装置を令和２年度に更新しまして、その結果、非常に低侵襲な
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放射線治療ができるようになり、高齢者でもそれほど負担をかけずにできるという

ことで、今年度は１０２例、１２１部位に執行しました。８０代は３６例、３５％、

９０歳以上は１０例、１０％でございます。 

  次に、認知症医療でございますけれども、認知症は、次の認知症未来社会創造セ

ンターで、鳥羽理事長よりご説明いただきます。 

  ４番目の生活機能の維持・回復のための医療、これは高齢患者さんの早期退院に

向けた支援、それから、いろんな病気がある高齢者さんに十分なケアを外来でもで

きる、すなわち単に病気を治すだけではなく、癒し、支える医療として、私どもは

独法化以来、熱心に取り組んでおります。 

  その中で、昨年、フレイルサポートシステムがやはり重要であるということで、

フレイルサポートプロジェクトを立ち上げ、院内フレイル診療ネットワークを整備

してまいりました。 

  フレイル外来では、令和３年度、８３８名ということで、これも令和２年度より

１００名ほど増えております。 

  フレイル評価を行うとともに、高齢者総合機能評価、ＣＧＡにより全ての症例の

術前、術後を評価して、それが私どもの治療にとって有効であったかどうか、これ

を、今、臨床研究として積極的に進めております。 

  高齢診療科では、小冊子「健康長寿の秘訣」を作成し、フレイル予防や高齢者へ

の生活指導を実施しております。 

  また、このところ、重点医療ではございませんが、糖尿病が高齢者にとって非常

に重要であるということが分かりました。これまでは、ご自身で針を刺して血糖値

を測っていたわけですけれども、今、矢﨑分科会長のお手元に届きましたフラッシ

ュグルコースモニタリングシステム、このような２センチぐらいの円形のモニター

を肩に貼りつけます。そのことによって、２４時間、２週間にわたって、この中央

の絵にありますように、血糖値が持続的にモニターできます。 

  その貼ったものに対して、この小さなモニターを上に当てますと、この数値が全

部出て、いつでも２４時間、ご自身でも、また、病院でも、この２週間のトレンド

が分かるということで、これはインシュリンを用いた高齢者の糖尿病に対して相当

強力な武器になると考えております。 

  高齢者の方は低血糖でもほとんど自覚しません。突然、倒れて入院してこられま

すので、こういうモニターで評価するのがよかろうと思います。 

  次に、医療の質の確保・向上に係る私どもの評価はＢでございますけれども、こ

の理由は、最下段にありますように、在宅復帰率がコロナ禍で４％ほど落ちたこと

によるものです。令和２年度が８５．７％、それに対して、令和３年度は８２．

５％ということでしたので、コロナ禍でやむを得ないところもありますけれども、

評価Ｂとさせていただきました。 



 6 

  その次に、救急医療、これは評価Ｓとさせていただいております。 

  まず、急性大動脈スーパーネットワークにつきましては、令和２年度、１９例が

令和３年度、２７例と、緊急手術症例が増えております。 

  また、東京都ＣＣＵネットワークも、令和２年度、２９例に対して、６３例と、

約２倍半でございます。 

  また、東京ルールでの搬送患者さんも、令和２年度、１０５件に対して、１９３

件ということで倍増しております。 

  そうした患者さんの救急受入を全数で見ますと、令和２年度、８，６００例に対

して、１万３００例ということで、これも増えております。 

  これは潤沢なＰＣＲ、緊急検査システムに支えられて、我々としてはコロナの心

配なく救急患者さんを受け入れることができたということで、評価Ｓにさせていた

だきました。 

  地域との連携は、この間、いろいろ進めておりますけれども、紹介率が７０％、

逆紹介率８２％ということで、順調に進んでおります。 

  医療安全の徹底でございますけれども、右の表をご覧いただきますと、転倒・転

落率がございます。高齢者施設にとっては、患者さんが転ぶということは避けられ

ませんが、この全国の中央値、これが入院患者さんに対して０．４５％ということ

ですが、私どもでは、全世代を通じて０．３７％、８０歳以上でも０．４１％とい

うことで、全国平均よりも年齢が高齢に振れている割には転倒率が低くなっており

ます。 

  私どもの入院患者さんの平均年齢は８０歳を少し超えております。日本で５００

床以上の病院の入院患者さんの平均年齢は約６８歳ですので、こういう状況で転倒

率は全国中央値よりやや低いところで頑張っております。 

  患者中心の医療実践・患者サービスの向上、これも評価Ａとさせていただきまし

たが、初診予約の最短取得日までの日数を短縮すること以外に、私どもが世の中に

対して一生懸命努力した結果かなと思うところは、このコロナ禍でも患者さんにと

って必要な面会はストップしなかったということでございます。 

  最初の頃は、高価でございますけれども、ＰＣＲ検査を提供しました。現在は、

東京都のＴＯＢＩＲＡの組合から提供いただいております抗原検査キットにより陰

性を確認して面会させていただいております。 

  患者さんに無料でいつでも提供するということで、ご家族から非常によい評価を

頂いております。 

  以上が、病院の自己評価の結果でございます。 

○鳥羽理事長 それでは、研究の成果について、要点のみ述べさせていただきます。 

  ５ページの最初、高齢者に特有な疾患と老年症候群を克服するための研究は、評

価Ｓとさせていただいております。 
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  特にがんの治療や転移の抑制について、乳がん及び前立腺がんに対する新しい治

療薬候補を発見とありますが、これはＣａｎｃｅｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈ、インパク

トファクター１２．７に掲載されております。 

  これを少し簡単に説明しますと、井上聡のグループは、２０１７年に、ＲＮＡの

結合たんぱく質であるＰＳＦが前立腺がん増殖遺伝子であることを発見して、米国

科学アカデミー紀要に発表しましたが、２０２０年にはエストロゲン受容体陽性の

乳がんの進展にも関与することをさらにＣａｎｃｅｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈに発表し

ました。 

  今回は、ＰＳＦの構造や派生分子の解析から、２－Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ、

Ｃｈｒｏｍｅｎ－２－ｏｎｅというものがＲＮＡにＰＳＦが結合阻害する強力な小

分子であることを多数の小分子のスクリーニングから発表したということです。こ

れは治療抵抗性の前立腺がん、乳がんの新しい治療法として大きな福音となる可能

性があるということで高く評価しております。 

  また、その下のほうですが、前立腺がんの病期特異的な、これは前立腺がんの新

しい増殖の情報ネットワークを解明して抗がん剤の感受性を高め、がん増殖の抑制

治療に、新しい道を開いているということで、このＮａｔｕｒｅ Ｃｏｍｍｕｎｉ

ｃａｔｉｏｎｓ、インパクトファクター１４．９に掲載されました。 

  これらは、特にがんの転移、増殖といったもので、難治性のがんのものに大きな

福音になると考えまして、Ｓとさせていただきました。 

  次に、高齢者の地域で支える研究は評価Ａとさせていただきましたが、コロナ禍

では、２番目のごみ屋敷症候群といったものが社会問題化しておりますけれども、

本来、社会の迷惑として考えられた者の中に、認知症が進行して身体機能が衰えた

者が多くいて、社会サービスの適切な支援の必要性を初めて日本で明らかにしたと

いうことで高く評価しております。 

  ３番目の高齢者の体組成・体力とその影響について、男性の筋肉、女性の脂肪が

長生きに重要だと、非常に分かりやすいメッセージが新しく発見されまして、社会

学系では珍しい、インパクトファクターが１２．９の雑誌に掲載されました。 

  次のページをご覧ください。 

  高齢者における研究のリーダーシップは評価Ａでございます。 

  それから、研究推進のための基盤強化は評価Ｓとさせていただきましたが、これ

らは、このセンターが臨床と研究所をつないだもので、しっかりとした研究を推進

し、しかも研究を盛んにしたために、公的研究費の採択率が以前は全国で３０番台

でしたが、令和３年度には２１位に上昇いたしました。 

  今年度はさらに上昇する見込みであり、このような研究の支援組織が活発な臨床

研究の基盤強化に役立っているということで、Ｓとさせていただきました。 

  次に、医療と研究の中で、医療と研究が一体となった取組の推進も評価Ｓとさせ
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ていただきました。 

  これは、主に認知症未来社会創造センターのことをお話ししたいと思いますが、

一つは、七つの統一したビッグデータといったものからオープン活用のデータベー

スを構築し、一部を研究発表したこと、また、メディカルゲノムセンターにおいて、

タウというアルツハイマーの一つのマーカーですが、今までよりも２０分の１以下

のごく微量の検体で、非常に高感度のものを開発したということであります。 

  同時に、ＡＩを活用した認知症診断システムでは、最近、アルツハイマーのリス

クではトップに挙げられるような微小出血を見逃さずに、自動的にＡＩで診断する

システムを東京大学と共に構築いたしました。また、孤立した高齢者の話し相手と

してのチャットボットについても、実用化に近づいているということで高く評価し

ております。 

  また、フレイルの予防センターにおいては、介護予防や、フレイル予防の取組を

区と行うとともに、医師会と連携して、フレイルサポート医を東京都で７０名育成

いたしました。この８月には日本医師会とも提携し、また、看護師や栄養士の指導

も実施してきたということで、介護予防の大きな横展開、東京都民への還元ができ

たということで、評価Ｓとさせていただいております。 

  以上、研究について、簡単に述べさせていただきました。 

○矢﨑分科会長 中川原さん、お願いします。 

○中川原経営企画局長 経営部門でございますが、高齢者の医療と介護を支える専門

人材の育成につきましては、評価をＡとさせていただきました。 

  当センターの特性を生かしまして、研修医向けのホームページの更新、高齢医学

セミナーへのＰＲを行い、高齢者医療や老年医学に関心の高い優秀な学生を確保す

ることなど、次世代の高齢者医療、研究を担う人材の育成を行ってまいりました。 

  業務運営につきましては、評価Ａとさせていただきました。 

  働き方改革の推進に向けましたライフ・ワーク・バランスの確保、タスクシフテ

ィングの推進など、効率的、効果的な業務執行に向けました取組を推進してまいり

ました。 

  主な取組といたしましては、医師事務作業補助者体制加算２０対１を取得いたし

まして、業務の効率化と生産性の向上を推進いたしました。 

  また、適正な法人運営のための体制強化といたしまして、保険指導の専門家が、

保険医療機関として法制度に即した保険診療の重要性を周知するため、職員に対し、

研修などを実施いたしました。 

  財務改善の収入確保につきましては、評価Ｓとさせていただいております。 

  新型コロナウイルス感染症患者を積極的に受け入れるに際しまして、患者のケア

や感染防御等で様々に手間暇がかかることから、一般病棟を縮減し、人材を確保し

た上、手厚い看護体制を整備し、新たな施設基準を取得するとともに、一般医療の
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病床が減ったことから、病床をより一層、有効活用することによりまして、在院日

数が短縮し、診療単価がアップいたしました。 

  また、外来におきましても、外来化学療法やＰＣＲ検査などによりまして、診療

単価がアップし、結果として収益を確保することができました。 

  恐れ入りますが、９ページをご覧いただきたいと思います。 

  参考の資料でございますが、そこの表１の入院患者数と入院単価の推移、表２の

外来患者数と外来単価の推移、表５の平均在院日数の推移をご覧いただきたいと思

います。このように、令和３年度につきまして、業績を上げてきたところでござい

ます。 

  ８ページに戻っていただきまして、こうしたことに加え、コロナ病床確保料をは

じめとする、新型コロナ関連補助金等の活用によりまして、令和３年度収支の大幅

な黒字化を達成し、繰越欠損金も解消することができました。 

  また、コスト管理の体制強化といたしましては、評価Ａとさせていただきました。 

  医師等との精力的な検討を進めながら、ベンチマークシステムを活用した効果的

な価格交渉等によりまして、医薬品費及び診療材料費を削減いたしたところでござ

います。 

  法人運営におきますリスク管理の強化といたしましては、評価Ｓとさせていただ

きました。 

  近年、地震をはじめとします自然災害が多発していることも踏まえまして、区西

北部二次保健医療圏における災害拠点病院といたしまして、災害時の医療救護活動

を適切に行えるよう、今年度は移動式衛星電話の通信訓練等を行ってきたところで

す。 

  また、地震によります病棟火災を想定しました初期消火、避難誘導訓練を実施し、

防火区画、担送が必要な場合の輸送手段につきまして、確認・検証を行ってまいり

ました。 

  また、情報セキュリティー研修及び個人情報保護研修をｅラーニングで実施いた

しまして、職員の理解度向上を図りました。こうしたことによりまして危機管理体

制の強化を行ってきたところでございます。 

 以上でございます。 

○許センター長 それでは、次に、私どものセンターの新型コロナウイルス感染症へ

の対応についてお話ししたいと思います。 

  コロナは２０２０年の初頭から始まりまして、今、２年半を経過しております。

その間、私どもはたくさんの取組をさせていただきました。 

  まず、２月から連携検査外来というものをスタートしました。帰国者外来という

のが最初でございます。 

  徐々に患者さんが日本で発見されるようになり、新型コロナ患者さんが爆発的に
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増える可能性があるということで、東京都全体がコロナ患者さんの受入れを要請し

てこられました。 

  私どもは、隣にある豊島病院が軽症から中等症を受け入れられるということで、

話し合いの結果、そこで人工呼吸器、あるいはＥＣＭＯ治療等を要する重症例につ

いて面倒を見てほしいとの要請があり、このような役割分担が成立しました。 

  令和３年９月上旬までに、最大５８床、うちＩＣＵ３床を確保いたしました。 

  また、今年の５月までのコロナ入院患者さんは８２２名で、亡くなられた方が 

３９名ということですが、その中で９０代で亡くなられた方が１３名、１００歳以

上で亡くなられた１名が含まれており、亡くなられた患者さんの平均年齢は８４．

２歳ということで、かなりの高齢患者さんを受け入れてきました。 

  高齢患者さんは、主として区西北部二次保健医療圏以外の地区から、高齢で重い

ということで私どものところに紹介いただいております。 

  また、令和２年６月より、新型コロナの東京ルールにも参加しております。 

  また、センターの役割として、患者さんを受け入れるだけではなく、東京都が設

置している宿泊療養施設の新規開設、運営にも協力してまいりました。設立には 

１４施設、運営には９施設の療養施設に対して看護師部隊を出しております。この

５月までの実績は、総勢１３６名、延べ３，６８５日となっております。 

  また、ワクチン接種についても、区西北部二次保健医療圏の患者さん、あるいは

職員を含めて１万１，４６７件の院内接種を実施しておりますが、それ以外に、東

京都が設置されます大規模ワクチン会場、２２会場に薬剤師６名、延べ１３７日、

看護師５名、延べ１３８日、また、酸素ステーションに看護師１４名、延べ４１日

を出しております。 

  第５波以降は、医療機関並びに宿泊療養施設も逼迫してまいりまして、自宅療養

患者さんのフォローアップセンターが立ち上がりました。私どもは、そこにも看護

師を延べ１４０名派遣しております。 

  また、地域との連携でございますが、令和２年４月からＰＣＲ検査体制を整えま

して、板橋区医師会、それからお隣の豊島病院と協力して、病院の外に別の出入り

口を設けたＰＣＲ検査を地域の医療機関に提供してまいりました。 

  それから、お隣の豊島病院の重症患者さんを中心にＥＣＭＯ症例８例を受け入れ

ておりまして、全例救命いたしました。ただし、１例だけは残念なことに半年後に

呼吸不全で亡くなられたということで長期生存は８例中７例ということでございま

す。 

  それから、８５歳以上の高齢者、認知症、寝たきりのコロナ患者さんは非常に他

の施設が受入れ困難であったため、高齢者専門医療機関である私どもで引き受けて

まいりました。 

  そのような状況の中、我々としては高齢者専門医療機関にふさわしいコロナ患者
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さんの対応をとってまいりました。 

  ワクチン接種に関しましては、概ね、地区の６５歳以上の高齢者さんの９０％以

上の患者さんにワクチンを医師会と協力して接種してまいりました。 

  このような状況の中、今日、研究所において入院患者さんも含めた様々な研究を

進めており、例えば、今流行中のＢＡ．１、ＢＡ．２等の変異株なども、政府機関

とほぼ同じタイミングで、緊急入院を含むハイリスク入院患者さんのスクリーニン

グ検査を実施してまいりました。 

  認知症に関しましては、地域あるいは東京都内の様々な施設に対し、認知症のコ

ロナ患者さんに対する感染対策とケアマニュアルを作成の上、配布し、皆さんと一

緒に実行してまいりました。 

  患者さんのご家族のニーズ、高齢患者さんの中には看取りの患者さんもおられま

す。先ほども申し上げましたが、面会が不自由な中で、我々はできるだけご家族の

面会を安全にするということで、私どもの研究所のみならず、都のＴＯＢＩＲＡと

いう機構の研究所のご協力も得ております。 

  また、タブレットを用いたオンライン面会も積極的に実施しております。 

  また、緊急入院患者さんは現在、入院時に抗原検査やＰＣＲ検査を行いますが、

やはり潜伏期の患者さんも含めますと、現時点で緊急入院患者さん全員を個室で２

日ほど管理しまして、３回のＰＣＲ検査及び抗原検査をして、安全を確認して一般

病棟に出すということで、令和３年度１月にクラスターが若干発生しましたが、そ

れ以降は全くクラスターの心配もなく、多くの緊急患者さんを受け入れてまいりま

した。 

  以上が、私どものこの２年半における新型コロナウイルス感染症への対応につい

ての説明でございます。 

○鳥羽理事長 それでは、引き続いて第三期の中期計画の業務実績（見込）というこ

とになります。令和３年度のことについては省略しながらお話ししたいと思います。 

  目次を１ページ開いていただきますと、病院部門の主な成果といたしましては、

三大医療、血管、がん、認知症医療、生活機能回復のための医療が評価Ａ、質の確

保がＢ、救急、地域推進、医療安全対策、患者中心の医療をＡとさせていただいて

おります。 

  研究部門では、高齢者に特有な疾患、老年症候群を克服するための研究をＳとし、

地域を支える研究がＡ、リーダーシップの発揮がＡ、そして研究推進のための基盤

強化と成果の還元をＳ、医療と研究が一体となった取組をＳ、経営部門といたしま

しては、専門人材の育成がＡ、地方独立行政法人の特性を生かした業務改善・効率

化がＡ、法人運営を行うための体制強化がＢ、収入確保、コスト管理の体制強化、

法人運営におけるリスク管理の評価をＡとしております。 

  これについて、これらは通年の平均点というか、それらが評価基準にどのように
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該当するかを勘案して評価をつけさせていただいております。 

  それでは、おめくりただきまして、東京都健康長寿医療センターの概要の三期中

期目標と三期中期ミッションでございますが、これらは医療・介護などを含め、高

齢者を取り巻く情勢の中で、東京都に横展開して当たりまして、バックグラウンド

として、東京都が特に都市型で４人に一人が高齢者とされるなど、高齢化が急速に

進展していること。 

  また、複数疾患、サルコペニア・フレイルなどの老年症候群や生活機能障害を有

する高齢者といったものが増加してくること。 

  さらに、臓器障害の維持・回復を目指した「治す医療」だけではなく、急性期病

院にあっても生活機能を維持・回復を目指した「治し支える医療」の変化が求めら

れていること。これらを踏まえまして、三期中期目標では、先ほどと全く同じでご

ざいますけれども、三期中期目標のミッションを立てたところでございます。 

  そして、センターの特徴といたしまして、先ほどの３年度と同じでございますけ

れども、年齢構成比といったものは後期高齢者が中心であり、これらは近隣病院と

は大きく入院特性が異なっておって、そして担送、護送といった、いわゆる先ほど

述べました治し、支える医療が必要な高齢者をたくさん見ているということでござ

います。 

  それでは、第三期を通じた、病院の成果について、センター長からお願いいたし

ます。 

○許センター長 それでは、病院の取組の中で、一つだけお話しさせていただきたい

と思います。６ページをご覧ください。地域医療の連携でございますけども、私ど

もは新しい病院へ２０１３年に移りましてから、Ｃ＠ＲＮＡシステムという地域連

携システムでいろいろな画像診断、超音波診断等のウェブ予約による受入れをやっ

てまいりました。 

  それがこの６月から、午前中の電話がつながりにくい状況を一挙に解消しようと、

日本のいろんな高齢者施設のみならず、大学施設にも先駆けてかかりつけ医からの

初診ウェブ予約システムを開始したということが、第三期の最終年度の取組として

非常に大きなことだと考えております。 

○鳥羽理事長 それでは、研究では７ページの一番上に膵がん細胞の老化誘導を用い

てがんを克服させた制度を高く評価いています。 

  また、地域を支える研究では、７ページの下にありますように、大田区において

フレイル要介護に対して、介入いたしまして、要介護率の低下、及び要介護費用の

削減が、いわゆる東京都の横展開ができた例として、これが高く評価しております。 

  ８ページにおきまして、高齢者研究の中での評価Ｓですけども、基盤強化では、

これは特に知財管理の業務、またはこのような研究の倫理を、ほかの大学やほかの

機関が積極的にうちを利用してやってくれていることでＳとしております。 



 13 

  また、９ページの病院と研究が一体となった取組、繰り返しになりますので、こ

れらは省略させていただきますが、認知症疾患未来社会創造センター及び１０ペー

ジのフレイル予防センターでは、これは先ほどの医師会との取組以外に新たに今年

度から、東京都からフレイル高齢者をターゲットといたしまして、ウェアラブルデ

バイスというものを用いまして、血圧、脈拍、また歩行速度、運動、そして場合に

よっては血糖値なども測れるような形で高齢者の予防医療をＩｏＴと一体になった

研究が今年度から開始されておりまして、これが大きな目玉になってきているとい

うふうに思います。 

  以上です。 

  経営部門、お願いします。 

○中川原経営企画局長 経営部門につきましては、特に強調させていただきたいのは、

財務改善のところでございまして、文部科学省、あるいは厚生労働省などの競争的

資金への応募や共同研究・受託研究を推進いたしまして、外部研究資金の積極的な

獲得に努め、令和２年度以降、年間１０億円を超える実績となっております。 

  恐れ入りますが、先ほどご説明させていただきました、令和３年度の業務実績の

参考のところ、１０ページでございますが、表８の外部資金獲得額をご覧いただき

ますと、令和２年以降、１０億円を超える外部資金の獲得をしているところでござ

います。 

  それから、コスト管理の体制強化につきましては、診療科別の原価計算の結果を

活用いたしまして、病院ヒアリング等で活用することでコスト管理や収益性の確保

の意識向上を図ったところでございます。 

  コスト削減に向けましては、清掃や警備、給食などの大型委託契約につきまして

業務内容を見直すとともに、ベンチマークシステムを活用した効果的な価格交渉等

によりまして、医薬品費や診療材料費につきましても削減していくというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○矢﨑分科会長 ご丁寧な分かりやすい説明をいただき、ありがとうございました。 

  それでは、令和３年度の業務実績及び第三期中期目標期間の業務実績について、

委員の皆様からご意見、あるいはご質問をいただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。挙手をお願いいたします。 

  藍先生、いかがですか。 

○藍委員 ちょっとワーキングのときにも、いろいろ質問させていただいて、大体、

回答をいただいているんですけど、１点だけ、看護師さんの研修の件だけ追加でお

伺いしたいんですけれども、質問の回答というのも資料で頂いているんですが、恐

らく最近の若い看護師さんですといろいろ自分のライフプランをかなり考えていら

っしゃる方が多いかと思いますけれども、病院全体として看護師さんの支援という
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んですかね、例えば認定看護師を取るとか、院内の例えばプロモーションであると

かというところの支援はどのように考えていらっしゃるかということをお聞きでき

ればと思います。 

○許センター長 令和３年度概要の３ページの右下のほうをご覧ください。令和３年

度は認定看護師５名に取得していただきました。薬剤投与１名、創傷管理１名、そ

れから摂食嚥下２名、慢性心不全１名ということで、私どもとしましては、希望の

ある方で一生懸命働いていただいている方には積極的に受けていただくというふう

に、エンカレッジしております。 

  ただ、仕事をある程度休んで、学校に行っていただく等のいろいろなことで、ま

だまだ不十分だと考えております。また、緩和ケア認定医だとか、その他、ＩＣＵ

認定医なんかを取る、あるいはＩＣＵ看護師を取る、認定看護師を取るシステムも

現在、積極的に進めております。 

  また、外国への留学もセンターとしては、外国のほうでサポートしていただけな

い場合は給料の７割まで出し、それを２年間は保証するというふうなシステムを持

っておりまして、私どもとしてはまだ独法化して若い施設ですので、若い人材を国

内・国外に出して資格を取得いただくということは、センターにとって非常に好ま

しいことだと考えております。 

  以上です。 

○鳥羽理事長 追加です。認定看護師は、月給５，０００円プラスです。それから、

看護師、医師以外、研究者以外に看護師やコメディカルの優れた業績について、セ

ンター長の表彰及び資金援助制度というものを始めたところです。 

  ですから、月給及び、優れた業績に対するリワードを始めておるということです。 

  以上です。 

○藍委員 ありがとうございました。 

○矢﨑分科会長 ありがとうございました。 

  そのほか、いかがでしょうか。土谷先生、いかがですか。 

○土谷委員 二つあって、一つはフレイルの件です。東京都医師会でフレイルサポー

トの研修会を実施いただいたのですが、それは今年度になりますが、非常に評判が

よく、どうもありがとうございました。フレイルの重要性については、医師の皆さ

んそれぞれが、今後、高齢者が増えていくので、非常にためになったということで、

すごく評価が高かったです。今後、このフレイルについてよろしくお願いします。 

○鳥羽理事長 ありがとうございます。頑張ります。 

○土谷委員 もう１点が、以前も伺いましたが、働き方改革です。医師の働き方改革

については、医師事務作業補助者が勤めているということですが、バイトに行く先

生、あるいはバイトに来る先生、どちらが多いんですか。今、バイトに行くことが

多いんでしょうか。その時間管理等、どこまで進んでいるのでしょうか。その進捗
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を教えていただければと。 

○許センター長 バイトに関しましては、いわゆる外来だけのバイトの先生方には、

この３年間で随分減らしていただきました。それは、非常勤も合わせて私どもの労

働時間、それを管理していかなければならないものですから、私どもからの他院へ

の非常勤も少し減らしつつあります。 

  また、私ども当直体制で８名のそれぞれの領域の先生方に毎晩、当直していただ

いておりますが、 

  働き方改革の根本といたしましては、やはり医師を増やさざるを得ないというと

ころで、今年度、来年度で大体２０名から３０名の常勤を増やすための枠を予算的

に確保し、非常勤問題も解決していきたいというふうに考えております。しかし、

実際はやってみなければ分からないところもございまして、実に戸惑っているとこ

ろでございます。 

  理事長、何かご意見があれば。 

○鳥羽理事長 医師の働き方改革は、お医者さんを増やすことに尽きます。ですから、

常勤医の待遇をより改善し、そして働き方改革によって働きやすい職場にして、こ

の病院は働きがいがあって、待遇もよくてお医者さんが多いといった形の競争に生

き残れるように、お医者さんを二、三十人、とにかく死に物狂いで増やすというの

が働き方改革の私の戦略であります。 

  以上です。 

○矢﨑分科会長 いかがですか。よろしいでしょうか。 

  やはり、医師の働き方改革で一番大きな問題は、勤務医の施設外勤務状況の把握

がないと、なかなか対応しにくいこと。施設外勤務がどのぐらい行われているかが

重要だと思いますので、これはどの大学病院、あるいは病院においても大きな課題

だと思いますので、今後、どう解決していくかというのも一つのポイントだと思い

ます。ありがとうございました。 

  そのほか、いかがでしょうか。永山先生、いかがですか。 

○永山委員 ありがとうございます。こちらからは特にございません。 

○大橋委員 最後にご説明いただいたことに絡みますが、各年度の採用人数の比較表

を拝見したところ、令和３年度が少々落ちているという印象があります。 

  人材の確保が非常に難しい状況と思われますが、給与等の数字を見る限り退職率

はそれほど大きくないように思います。その理解でよろしいのでしょうか。 

○許センター長 我々にとって痛いのは、医師が、５０歳前後で先行きをご覧になっ

て開業すること。 

  それから、引き抜きですね、これが一番痛いんですが、学会等で非常にアクティ

ブになさっている方が引き抜かれる。これに対してはアメリカのように給料でまた

引き戻すことができないものですから、非常につらいというところがございます。 
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○鳥羽理事長 自由競争で、いろいろな大学から来てもらうというのは理想ですが、

やはり一つの大学の一つの医局に系統的に部長、医長、下の方、大学院生といった

ことを系統立てて派遣いただき、給料あるいは学位の研究もできるということを売

りに、増やしていくしかないです。 

  ですから、１年中、各科の人集めのために各大学にお願いして、人材の確保に努

めているところでございます。 

  当院はもともと働きやすい職場で、あまり辞める方は多くないのですが、大学か

らは給料もそれほど高いとは評価されていないところがあり、プロモーションも含

め、都内で同等の給与体系になるよう、ますます努力していきたいと思っています。 

○大橋委員 次に、収入確保でＳ評価をつけていらっしゃるところに関して、単価を

上げるいろいろなご努力をされたと拝見していますが、一方で、新入院患者数や、

紹介患者数が目標値より低い状態にありますので、単価の上昇が収入確保に貢献し

ているところがあるのかなと理解しています。 

  また収入確保については、補助金の影響も大きいと思われ、今後も持続的な収入

確保という意味では、令和３年度において単価を上げる努力をされた結果非常に収

入が上がっているということがあるので、さらにそれに乗じる新入院患者数等を増

やすために現時点で検討していらっしゃることが何かあるのでしょうか。 

○鳥羽理事長 コロナで全般に受診抑制がある中で、入院、在院日数が短くなった結

果、効率的な入院、外来診療ができて単価が上がったと思いますが、これらはベッ

ド数が今後、東京近郊で急性期のベッド数はこれほど要らなくなるという中の一つ

のモデルと考えて、有効にベッドを使いつつ、次にはどういう空いたベッドをどの

ように活用していくかも考えますが、恐らく在院日数の短縮化、あるいは支える医

療をそれに特化した病床の活用などで単価を維持します。 

  また、この間、５億円以上の年間の経費の削減もできておりますので、その辺は

自信を持って経営、そのような果実を、お医者さんをさらに集め、さらに高度先進

医療のいい医療を患者さんに提供して良循環を生み出していくというのが、私の基

本的な戦略です。 

○許センター長 一つだけ付け加えさせていただきますと、実は宿泊療養施設に看護

師部隊を出すのに２病棟閉鎖しております。 

  日本全体の傾向で、入院患者さんが１５％から２０％、各施設で減っております。

逆に残った病床で１５％ぐらい減った残りの患者さんを引き受けるのに、むしろ稼

働率、その他は、高速回転で回るようになっております。そういう高速回転の結果、

入院単価が上がりました。 

  それから、一部、日帰り手術等、あるいは化学療法等、やはり入院ベッドが減っ

ておりますので、外来に回しております。特に化学療法、輸血等の治療の外来での

実施を奨励したものですから、そこで入院単価のみならず外来単価も相当上がりま
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した。 

  そういうことで、結局はコロナに対して、一つは都に協力してベッドを閉鎖した

ことが適正な稼働病床になった、これは偶然で、結果的によかったか悪かったかと

いうのは結果論ですが、ちょうどよかったのではないかと。今後、コロナが終わっ

た後、やはり病床を少し整理して回復期リハビリだとか、そういう病院の機能を少

しこれを機会に考えていきたいと。 

  ただし、コロナがいつ収まるのか、この判断ができないとなかなか、これが良い

結果につながるかどうか分かりませんが、その努力を福祉保健局の指導をいただき

ながら、頑張っていきたいと思います。 

○大橋委員 ありがとうございました。 

○矢﨑分科会長 本日は、大変ありがとうございました。特に理事長を初め、法人の

役員の皆様には、お忙しい中をわざわざご出席していただきまして、心から御礼を

申し上げます。 

  皆様におかれましては、ここでご退席をお願いしなければならない。 

  本日は、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

（健康長寿医療センター 退室） 

 

○矢﨑分科会長 それでは、次の議事に進みたいと思います。まず、令和３年度業務

実績評価の案について、事務局から説明をお願いいたします。 

○施設調整担当課長 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価

（案）につきまして、私、中尾よりご説明させていただきます。資料につきまして

は、６番、こちらをお手元にご用意ください。 

  まず、業務実績評価の方法についてでございます。今回、お示ししました健康長

寿医療センターの業務実績評価（案）ですが、評価委員の皆様からご意見をいただ

き、いただいたご意見を参考に、知事が評価を決定いたします。評価委員の皆様か

らのご意見につきましては、意見書という形で取りまとめ、全体評価、個別評価と

もに令和３年度業務実績評価書、冊子といたしましてまとめ、秋に開催する都議会

定例会にて知事より議会へ報告する予定となってございます。本日お手元にありま

す業務実績評価（案）につきましては、各委員の皆様と事務局との間で事前にワー

キングを実施させていただき、ご意見を頂戴しております。お忙しい中、ワーキン

グへのご協力、ありがとうございました。 

  それでは、令和３年度の法人の業務実績評価でございます。 

  まず、全体評価でございますが、第三期中期目標期間の４年目となる令和３年度

は、コロナ禍にありながらも全体として年度計画を上回って実施し、着実な業務の

進捗状況にあること。また、新型コロナウイルス感染症への対応においても、関係

機関と連携し、公的医療機関としての役割を適切に果たしたことを評価しておりま
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す。高く評価すべき事項といたしましては、血管病など三大重点医療について、高

齢者の特性に合わせた医療を提供したこと。二次救急医療機関または東京都地域救

急医療センターとして救急患者を積極的に受け入れたこと。また、高齢者に特有な

疾患に係る研究や老年症候群の克服に向けた研究を継続・推進してきたこと。さら

に、高齢者に特有な疾患に係る研究、こちら、新たな施設基準の取得や積極的に外

部獲得資金を獲得するということによって収入増を図ってきたこと。また、新型コ

ロナウイルス感染症対応といたしましては、東京都が運営する宿泊療養施設などに

看護師など職員を派遣するほか、院内においては、ＥＣＭＯ等を用いた高度医療を

提供するなど、公的医療機関として東京都や地域との連携を進めてきたこと。こう

いったことを高く評価すべき事項として上げてございます。 

  一方で、改善・充実を求める事項といたしましては、医業収入の一層の確保と地

域連携の推進、また地域における専門医療人材の育成を上げてございます。 

  次に、個別評価でございます。こちらにつきましては、個別評価、この２０の項

目につきまして、各項目における事業の進捗状況や、その成果を鑑み、ＳからＤま

での５段階にて評価を実施しております。令和３年度につきましては、下段の表に

ございます。Ｓ評価が１、Ａ評価が１２、Ｂ評価が７というふうになってございま

す。 

  病院、研究、経営と法人の各部門の主な業務実績と評価につきましては、３ペー

ジ目以降に記載してございます。 

  まず、病院部門でございますが、新型コロナウイルス感染症対応のため診療を制

限せざるを得ない状況下での、三大重点医療の提供や救急患者の積極的な受入れな

ど、高齢者の急性期医療を担う病院としての役割を果たしてきたことを高く評価し

ております。 

  次に研究部門ですが、高齢者に特有な疾患に係る研究、また老年症候群の克服に

向けた研究を継続・推進するとともに、研究支援体制を強化することで研究成果の

実用化や社会への還元に向けた取組を推進してきたことを評価してございます。 

  ページをおめくりいただきまして、４ページ目でございます。 

  経営部門でございますが、地方独立行政法人の特性を生かした業務の改善・効率

化の取組を評価しております。コロナ禍における経営状況を踏まえ、医業収入の確

保に向けた努力というものを一方で求めてございます。さらに、新型コロナウイル

ス感染症対応については、東京都や地域と連携し、公的医療機関としての役割を果

たしたことを高く評価してございます。 

  次の５ページ目から、個別評価案となりますが、評価のポイントは、この三期中

期期間は変更がございませんので、都の評定の考え方についてご説明いたします。

ちなみに、表に記載の法人の自己評価を括弧に記載してございます。また、令和２

年度の業務実績評価を比較できるように、併せて記載してございます。 
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  まず、項目１、血管病医療につきましては、ハイブリッド手術室を活用した低侵

襲な治療、また多職種連携による早期リハビリテーションを着実に実施してきたこ

と。急性期脳卒中患者に対しては、より適切な医療を提供するため、脳卒中ケアユ

ニットの活用を推進するなど、コロナ禍においても高齢者の多様な症例に対して、

体に負担の少ない低侵襲で効果的な治療の提供に努め、各取組の実績を上げている

ことから、Ａと評価してございます。 

  次に、項目２、高齢者がんです。新型コロナウイルス感染症の影響により手術件

数等に増減がありましたが、肺がん治療に高齢者機能評価を実施し、高齢者の個々

人の状態に応じた治療方針を提案し、がん医療の提供に取り組んだほか、がん相談

支援センターにおける院内外の患者や、またご家族からの様々な相談に対応するな

ど、がん医療の充実を図ってきたことを評価し、Ａとしてございます。 

  項目３、認知症医療です。認知症医療におきましては、健康長寿の特徴である病

院と研究所とが一体となったメリットを生かし、早期診断の推進や診断制度の向上

を図るとともに、人材育成を通じて地域における認知症対応力の向上に貢献したこ

とを評価し、Ａとしてございます。 

  項目４、生活機能の維持回復のための医療です。高齢者に特有な疾患に対応した

専門外来の実施、またチーム医療により、個々の患者に適した入退院支援を行うこ

とにより、患者１人１人の生活機能の維持・向上を図るほか、退院後の生活の質の

確保にも努めたことを評価し、Ａとしてございます。 

  次に、評価項目５、医療の質の確保・向上です。職員の専門性向上や医療の標準

化、効率化の推進を評価のポイントとしていますが、研修等の計画的な実施、また

専門資格の取得推進については評価している一方で、ＤＰＣやクリニカルパスの分

析・検証をさらに進め、より質の高い医療提供に努める必要があると評価し、評定

をＢとしてございます。 

  そして項目６、救急医療でございます。新型コロナウイルス感染症対応のため、

病床を一部休止しながらも、円滑な退院支援や病床調整による個室確保などにより、

救急患者を積極的に受入れ、都民が安心できる救急医療を提供したことを評価して

おります。救急患者数の受入れ数が４年ぶりに目標値１万人を達成したことなど、

実績数値においても法人の努力を評価し、Ｓとしてございます。 

  ８ページ目をご覧ください。 

  項目７、地域医療の推進でございます。ここでは、連携医療機関の増加や紹介率、

逆紹介率の改善といった法人の努力を評価する一方で、紹介率の数字が依然目標値

を大きく下回っており、法人においては、さらなる取組の推進が求められることか

ら、評定をＢとしております。 

  次に、項目８、医療安全対策の徹底です。ここにおいては、医療安全管理委員会

を中心として医療安全管理体制の強化に努めたことや、病院一丸となって新型コロ
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ナ対策に尽力したことを評価する一方で、事故防止の取組などに関しては、医療安

全の観点から引き続き対策に努めてもらう必要があると考え、評定をＢとしており

ます。 

  ９ページ目をご覧ください。 

  項目９、患者中心の医療・患者サービスの向上になります。ここでは、患者サー

ビスの向上や改善に向けた取組を評価のポイントとしております。感染症流行下に

おいては、ＰＣＲ検査や抗原検査により安全性が確認できた後に直接面会を実施し

たほか、初診予約待機日数の短縮に向けた取組など患者サービスに努めたことを評

価する一方で、目標値設定のある外来患者満足度調査の未実施や入院患者満足度の

目標未達成などもあり、法人に対しては患者中心の医療の実践に引き続き努めても

らうとともに、取組状況の検証も行うことで患者満足度の向上を目指すことを求め、

評定をＢとしております。 

  次に、１０ページ目をご覧ください。ここから研究分野の評価になります。 

  項目１０、自然科学研究になります。重点医療をはじめ、高齢者に特有の疾患に

関する研究やサルコペニア、フレイルといった老年症候群の克服に向けた研究に着

実に取り組んだことを評価しております。中でも、治療抵抗性前立腺がん、また乳

がんに対して治療効果のある低分子化合物を発見し、創薬の方向性を示したことの

ほか、高齢の慢性腎臓病患者と壊血病リスクとの相関関係を明らかにしたことなど

を評価し、評定をＡとしてございます。 

  次に、項目１１、社会科学研究になります。こちらも、自然科学研究同様、研究

計画の実施状況が評価ポイントとなるほか、社会科学研究においては、地域還元や

政策への還元を見据えた介入研究の実施状況についても評価のポイントとしており

ます。新型コロナ流行前と流行中における社会的孤立の状況を調査し、社会的孤立

対策の方向性に係る知見を示したほか、高齢期の体組成及び体力と健康への影響に

ついて、男女それぞれの余命に影響する要因を明らかにするなど、高齢者の社会促

進やフレイル予防に資する研究を通じて高齢者を支える地域づくりの実現に取り組

んだことを高く評価し、Ａとしております。 

  次に、項目１２、老年学研究におけるリーダーシップを評価する項目となります。

こちらは、ブレインバンクの新規登録を着実に進める一方、国内外の関係機関との

ネットワーク構築も推進する中で、イギリスの大学との共同研究が国際誌に掲載さ

れるなど、国内外の研究の発展に貢献したこと。また、競争的研究資金への積極的

な応募を継続して行い、科学研究費助成事業の新規採択率が令和２年度を大きく上

回るなど、老年学研究におけるリーダーシップ発揮を高く評価し、Ａとしておりま

す。 

  次に、項目１３でございます。研究推進のための基盤強化と成果の還元です。  

平成３０年度に立ち上げた研究支援組織、健康長寿イノベーションセンターにワ
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ンストップ窓口を新設し、企業との連携において、この窓口が早い段階から秘匿情

報や研究成果の保護に取り組むなど、研究支援体制の整備を進めてきたこと。また、

コロナ禍において研究成果の普及に動画配信の手法を活用するなど、積極的な情報

発信に取り組んだことを評価し、Ａとしております。 

  １３ページ目をご覧ください。 

  項目１４、医療と研究とが一体となった取組の推進です。ここにおいては、認知

症未来社会創造センターにおけるＡＩと先端技術を活用した認知症予防研究の推進

のほか、東京都介護予防・フレイル予防推進支援センターにおける普及啓発事業や

人材育成の取組など、東京都の認知症施策及び介護予防施策に貢献したことを高く

評価し、Ａとしております。 

  次に、項目１５、高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成です。コロナ禍に

おいても、地域の専門人材の育成や連携強化を取り組むとともに、研修生などを受

け入れ、今後の高齢者医療・研究を担う人材の育成に努めてきたことを評価してお

ります。一方で、長寿がより発信力を高め、地域の医療・介護人材の育成にさらに

取り組んでもらう必要があることから、評定をＢとしております。 

  次に、項目１６、独法の特性を生かした業務の改善・効率化になります。効率的、

効果的な業務の推進、職場環境の整備、人材確保、育成、情報発信を評価のポイン

トとしております。ここにおいては、医師事務作業補助者の増員配置による医師の

負担軽減や職員提案制度の積極的活用による職場環境改善といった取組を通じて業

務改善に努めたことを評価しております。一方で、経営分析結果なども活用して、

さらなる業務の効率化・改善に取り組んでもらいたいとして、評定をＢとしており

ます。 

  次に、１４ページ目をご覧ください。 

  項目１７、適切な法人運営を行うための体制の強化になります。ここでは、適切

な保険請求に向けた取組のほか、研究活動の不正防止に向け、職員の法令遵守、倫

理の徹底に取り組んだことを評価しております。引き続き、内部統制の強化に向け

てコンプライアンス研修の着実な実施など、継続した取組が求められるとして、評

定をＢとしております。 

  項目１８、収入の確保でございます。コロナ禍においても、新規患者の獲得や平

均在院日数の短縮などに努めたほか、新たな施設基準の取得などにより医業収益の

確保に努めたこと。また、研究に係る外部資金獲得にも尽力したことを高く評価し、

Ａとしております。 

  項目１９、コスト管理の体制強化でございます。１５ページ目をご覧ください。 

  コロナ禍において、診療制限をせざるを得ず、医業収入の確保が困難な状況にお

いて、診療材料費や医薬品費など一定のコスト削減に着実に取り組んだこと。また、

各診療科が経営改善に向け具体の行動計画を作成し、収支改善の実効性確保に努め
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たことを高く評価し、Ａとしてございます。 

  項目２０、その他、リスク管理の強化を評価する項目となります。なお、この項

目では、令和２年度の業務実績評価と同様に、法人のコロナ対応についても評価し

てございます。ここでは、情報セキュリティーや個人情報保護等に係る取組の実施、

また、コロナ禍における職員のメンタル面でのサポート、病棟火災を想定した訓練

など危機管理体制の確認、検証の実施、さらに東京都のコロナ対策に公的医療機関

として多岐にわたる協力を行ってきたことを評価し、Ａとしてございます。 

  以上が、項目別評価となります。 

  なお、最後に１７ページに財務諸表を載せてございます。こちらについてもご説

明をさせていただきたいと思います。１７ページ目をご覧ください。 

  まず、右上の令和３年度損益計算書になります。経常費用については、コロナ対

応、職員への危機手当の増額等により、給与費が令和２年度より３億４，０００万

増え、１０１．９億円となったほか、材料費は患者数の増加により２．６億円増の

４３億円となってございます。一方、経常収益は、延べ患者数及び手術件数の増加

により、医業収益は令和２年度より１６．７億円増えたほか、コロナ対策に伴う補

助金収入も２１．３億円増えるなど、自己収入は３７．４億円増の１８６．３億円

となりました。結果、当期純利益は３４．６億円となってございます。 

  左側の貸借対照表をご覧いただきますと、資産の部では減価償却費の減額により

固定資産が８．５億円減の３１６億円となる一方で、認知症未来の運営に伴う交付

金やコロナ関連補助金により流動資産が３０．５億円増の１２２．３億円となって

おります。負債の部では、長期借入金の減により、固定負債が令和２年度より６億

円減の１５８．２億円となり、流動負債も特別運営交付金の減額により７．５億円

減っており、４２．２億円となってございます。貸借対照表の右下の利益剰余金で

ございますが、令和２年度までの累積欠損金２５．３億円が、このたびの当期純利

益３４．６億円で解消され、９．３億円の剰余金を計上してございます。 

  次に、左下の資金の収支状況を示すキャッシュフロー計算書になります。現金及

び預金の期末残高が５９．１億円、期首残高は３７億円と２２．１億円の増となっ

ております。主な要因としましては、医業収入やコロナ関連事業に伴う資金の増額

によるものです。第三期においては、平成３０年、また令和元年度と期末残高の減

少が続いておりましたが、令和２年度は現金・預金を増やしております。また、こ

の令和３年度においては、さらに増額となり、８４．２億円を確保しております。 

  最後に、行政サービス実施コスト計算書になります。こちらは、実質的に住民等

が負担するコストを概念的に計算したものでございます。損益計算書上の費用  

２０３．２億円から法人の自己収入等の１４８．１億円を控除した額が業務費用と

なり、ここに実質的に都が負担している機会費用１．７億円、こちらを加えたもの

が行政サービス実施コストの５６．９億円になってございます。 
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  以上、財務諸表についてご説明させていただきました。 

○矢﨑分科会長 ただいま令和３年度業務実績の評価の案を説明していただきました。

この評価案につきましては、委員の皆様には、大変ご多用のところを、大変エネル

ギーを使ってご協力いただきましたことを心から御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

  それでは、委員の皆様から、ご意見あるいはご質問ございますでしょうか。 

  自己評価、Ｓが五つあって、案では一つで、内容を見ますと、例えば財政の改善

とか法人の運営を二つＳをつけてるんで、財政改善は、これはコロナの影響も非常

に大きいし、私自身もＳはどうかなと思ってましたけど、委員の皆様、いかがでし

ょうか。何かご質問ございますでしょうか。あるいはコメント。よろしいでしょう

か。 

  どうぞ。 

○大橋委員 項目１９について、評定Ａについては総合的に考えて異論はないのです

が、令和４年度予算の編成に当たり、材料費について約２．３億円削減を実施とい

う点については令和３年度の実績の評価には関係ないのかなと思っています。削減

の努力というか、要するに、これを評価に反映するのは令和４年度の話なので、こ

れは、その評価書の中に入れるのは違和感があります。 

  それからもう一つ、項目２０のところで、藍先生が情報セキュリティーのメール

開封率関係のご質問をされていたと思います。センターから、開封率が８％で、去

年より上がってるという回答がありましたが、８％というのは、そんなに低い数字

ではなく、ただ、その数字の評価はメールの内容にもよるかなというふうに思って

います。他の組織で見たケースでは、実際に被害があったケースを参考にして訓練

メール作成したところ、その前年よりも開封率が上がってしまった場合がありまし

た。ただ、この結果が悪いかというと、訓練の効果の観点からは、より実例を考慮

したメールを送って訓練をすることが有効な注意喚起につながる一つの方策になり

ます。よって、開封率８％は低くは無いとしても、そのメールの内容次第となりま

すので、訓練の効果が高まるような訓練メールの内容であるか等は小さい点ではあ

りますが、今後のためにもご確認いただいたほうがいいかなと思います。 

○施設調整担当課長 ご意見ありがとうございました。 

  今の大橋先生のご意見ですと、やはり、より実効性が高まるような、そういう標

的型メールにおいて、法人の職員が、どれぐらい対応ができるのかというようなと

ころをきちっと評価すべきだというようなところ、それによって、今回、どういう

ような訓練の内容ですよね、どういうような訓練が展開されたのか、ちょっと改め

て、そこは法人のほうに確認をさせていただければと思います。 

○矢﨑分科会長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  時間も迫っておりますので、もし追加でご意見などがございましたら、あらかじ
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めご案内の様式にて、大変恐縮ですが、７月１４日水曜までに事務局からご連絡い

ただければ大変ありがたく存じますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、続いて第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価（概略）

についてですね。事務局からお願いします。 

○施設調整担当課長 それでは、皆様のお手元にございます資料７、こちらをご覧く

ださい。 

  平成３０年度の地方独立行政法人法の改正によりまして、地方独立行政法人は中

期目標期間の最後の事業年度、また、まさに今年度ですね、知事により中期目標期

間の終了時に見込まれる当該中期目標期間の業務実績について評価を受けることと

なりました。いわゆる見込み評価が新たに加わった形になります。健康長寿医療セ

ンターに関しましても、本日、委員の皆様から見込み評価についてご意見をいただ

き、それを次回、分科会の審議事項である法人の業務及び組織の必要性・有効性の

検討に生かしていきたいと考えてございます。また、法人の業務及び組織の必要

性・有効性について、いただいたご意見を第四期中期目標に反映させていく、その

ような制度の作りとなってございます。 

  そこで、まず、見込み評価案についてでございますが、各年度の業務実績評価と

同じく、構成は全体評価と項目別評価に分けてございます。全体評価におきまして

は、令和３年度の業務実績評価、まさに本日皆様からご意見をいただいたものも加

えまして、平成３０年度からの４年間の評価を踏まえ、中期目標期間の達成に向け、

優れた業務の達成状況にあると評価してございます。これは、５段階評価の中で上

から２番目の評価となってございます。高く評価すべき事項といたしましては、一

部、令和３年度の業務実績評価と重複するところもございますが、三つの重点医療

に関しましては、高齢者専門病院としての役割を果たしたこと。また、病院と研究

所とを一体的に運営する法人の特徴を生かした研究を進め、新たな治療法開発への

活用が期待される、そういった成果を上げたこと。また、研究部門においては、高

齢者の地域生活を支える様々な研究に取り組み、成果を普及・還元したこと。さら

に、都の行政課題でもある認知症やフレイル予防のための研究組織、また支援組織

を立ち上げたこと。そして、高齢者の健康づくりに資するデジタル機器を活用する

新たな事業を開始したこと。これらを特筆すべき事項として上げてございます。ま

た、未曽有のコロナ禍において、独立行政法人として機動的な経営判断や弾力的予

算執行を行い、院内外のコロナ対策に尽力したこと。中でも、公的医療機関として

東京都の様々なコロナ対策に貢献したことを評価してございます。 

  一方で、改善・充実を求める事項といたしましては、地域における専門人材の育

成に関して、さらなる取組を推進することのほか、地方独立行政法人として自律性

を発揮した効率的・効果的業務の推進、経営基盤の一層の強化を図るため、医業収

入の改善に引き続き取り組むことを求めております。 
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  項目別評価につきましては、こちらもＳからＤまでの５段階評価で、病院・研

究・経営の各部門合わせて２０の項目につきまして、平成３０年度から令和３年度

までの、それぞれの達成状況について、法人の自己評価も確認しながら、評価案と

してまとめてございます。評語では、Ｓが２、Ａが１０、Ｂが８というふうになっ

てございます。 

  続きまして、２ページ目をご覧ください。 

  ２ページ目からは、各項目の達成状況と各年度の業務実績評価の推移を記載して

ございます。平成３０年度から評語に変更がない場合、見込み評価も同様の評語と

しております。見込み評価がＢとなった項目については、また漏れなく、さらなる

充実が期待される点について言及しております。 

  まず、病院部門につきましては、項目１から３までの三つの重点医療と、それか

ら項目４の生活機能の維持・回復のための医療に関しましては、過去４年間、全て

Ａ評価ということで、見込み評価もＡとしてございます。 

  一つ飛んで、項目６の救急医療につきましても、令和３年度のみＳ評価という案

でございますが、見込みとしてはＡ評価としてございます。 

  なお、それ以外の項目５、医療の質の確保・向上、また項目７の地域連携の推進、

項目８の医療安全対策の徹底、さらに項目９、患者中心の医療の実践・サービスの

向上の四つの、この項目につきましては、Ｂ評価が２年間連続しているため、見込

み評価もＢとして、さらなる充実が期待される取組などを、それぞれに記載してお

ります。 

  次に、４ページ目をご覧ください。研究部門になります。 

  項目１０、高齢者に特有な疾患と老年症候群を克服するための研究、また、項目

１３、研究推進のための基盤強化と成果の還元に関しては、各年度の評価がＳもし

くはＡと年度により変動がございます。項目１０につきましては、この三期期間中

に世界で初めてすい臓がんの増殖、浸潤を制御するメカニズムを明らかにしたこと

を初め、サルコペニアの予防・治療法開発などへの可能性につながる長寿ならでは

の研究成果を出したことを高く評価し、Ｓとしてございます。また、項目１３につ

きましては、平成３０年度に研究支援組織を立ち上げ、センター全体の良質な知財

創出を継続的に推進してきたことにより、立ち上げ後、迅速に特許新規申請件数や

外部資金獲得金額を着実に増やし、令和２年度には、どちらも過去最高となる実績

を上げ、さらに、令和３年度にも、その勢いは続いていることをもって、評価をＳ

としてございます。 

  研究分野における項目１１、１２、１４につきましては、中期目標の達成状況が

おおむね良好であることから、Ｂとしております。 

  また、次の経営部門の項目１５から１８、こちらについてご覧ください。中期目

標の達成状況につきましては、おおむねこちらも良好であることから、評価に一部
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変更のあった年もありましたが、見込み評価といたしましてはＢとしてございます。 

  次に、項目１９、コスト管理の体制強化。こちらにつきましては、診療材料費ま

た医薬品費について、ベンチマークを活用し費用の削減に努めたこと、各部署から

の提案に基づき委託費等を削減したことなど、法人全体でコスト管理や収益性の意

識向上に努めてきたことを評価し、Ａとしてございます。 

  最後に項目２０、法人運営におけるリスク管理の強化につきましては、コロナ流

行下における機動的な経営判断、また弾力的な予算執行に院内のＰＣＲ検査体制を

迅速に整備したことを初め、コロナ専用病床の確保、また宿泊療養施設への職員派

遣など、東京都のコロナ施策に幅広く協力し、公的医療機関としての役割を果たし

たことを高く評価し、Ａとしてございます。 

  第三期の見込み評価の説明は、以上となります。 

○矢﨑分科会長 ただいま、第三期中期目標終了時の業務実績の評価をご説明申し上

げました。これにつきましても、委員の皆様から大変貴重な時間を割いてご相談い

ただきまして、誠にありがとうございました。改めて御礼申し上げます。 

  改めて、委員の皆様から、今の報告でご意見ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

○大橋委員 １９のコスト管理の体制強化の自己評価Ａに関して、令和３年度を見る

限りは、それでいいのかなと思っています。というのは、ご説明にあったように、

ベンチマークシステムの活用とか委託を活用してコストを削減しており、これらは、

単年度じゃなくて今後にも継続するコスト削減効果と思われるので。ただ現時点で

はＢが２年度分で、Ａが２年度分なので、最終的には、令和４年度の状況次第だな

とは思っています。見込みなので、令和4年度の実績がまだありませんから、現状は

これで異論はないんです。 

  さらに、全般的に令和４年度の見込みの数値を見ますと、過去の実績と比べて、

どちらかというと低目というか、達成しやすいような数字があります。。例えば、

査定率とか、コロナの影響を受けないようなものも令和３年度と比べると悪い数字

になっています。今回の見込み評価では、この数字も考慮されるので、この数字の

妥当性が重要でそこら辺は慎重にご判断いただいたほうがいいかもしれないなとい

うふうには思っています。 

○施設調整担当課長 ありがとうございました。 

  なかなか、この令和２年、３年とコロナ禍が続く中で、やはりコロナの影響をじ

かに受けてきた指標であったり、ある意味事業ですよね。やはりそれと切り分けら

れるものというのが、多分、必ずあるわけで、そこについての、やっぱり評価とい

うのは例年どおり、どういうような推移をしてきたのかというところは、とても重

要かなというふうに考えてございます。今、大橋先生からいただいたご意見も踏ま

え、改めて、我々、評価項目について確認をさせていただければと思います。あり
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がとうございます。 

○矢﨑分科会長 医療の現場におる者としては、このコロナ禍って、未曾有の課題で

ありまして、直接関係する分野だけじゃなくて、医療全体に大きな影響を及ぼして

ますので、なかなか切り離してということは難しいかと思いますが、ご検討いただ

ければというふうに思います。 

  そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、また追加でご意見がございましたら、７月１４日まで、事務局から、

ご連絡いただきたいというふうにお願いします。よろしいですかね。 

  それでは、本日の最後の議事になります。 

  令和４年度東京都地方独立行政法人評価委員会高齢者医療・研究分科会スケジュ

ールの予定ですね。これをよろしくお願いします。 

○施設調整担当課長 それでは、事務局より資料９をもちまして、今後の当分科会の

スケジュール（予定）をご説明させていただきます。 

  令和４年度の本分科会のスケジュールにつきましては、昨年度、第３回分科会で

ご案内いたしました内容に、現時点で確定している日程を反映しております。本日

ご審議いただきました令和３年度業務実績評価案及び第三期中期目標期間の終了時

に見込まれる業務実績評価、いわゆる見込み評価案を踏まえまして、来週１９日に

は組織・業務全般の検討、並びに令和５年度から始まります第四期中期目標案を審

議いただき、２５日には、各評価案を決定いただく予定でございます。その後、来

月、８月８日に開催予定の親会におきまして、当分科会の決定案についてご意見を

いただく予定でございます。また、先になりますけれども、１１月から１２月にか

けまして、都が策定した中期目標を踏まえまして、法人が作成する収支計画を含む

中期計画案についての検討も予定してございます。さらに、翌年３月には、令和５

年度計画等の検討を予定してございます。分科会の開催につきましては６回程度を

予定しておりますが、検討の状況により増える場合がありますことをご了解をお願

いしたいと思います。 

  なお、本当に、今年度は例年に加えて中期目標、また組織・業務全般、また見込

み評価と、かなり盛りだくさんの審議事項が、この後もございます。分科会委員の

皆様におかれましては、ご多忙のところ大変恐縮でございますが、何とぞ審議にお

けるご理解またご協力のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

  説明は、以上でございます。 

○矢﨑分科会長 はい、ありがとうございました。 

  以上が今後のスケジュールで、よろしくお願いしたいということでございます。 

  それでは、本日の議事は以上となりますので、時間内に収まるように努力してき

ました。大変議事を急がせまして、大変失礼いたしました。本当に、皆様にはご協

力いただきまして、ありがとうございます。 
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  それでは、これで進行を事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

○施設調整担当課長 皆様、本当にご多忙のところ、本日、会の出席をいただきまし

てありがとうございます。また、冒頭から、ちょっと音声であったりとか、また資

料につきましても、ちょっとなかなかきちんと通信ができず、本当にご迷惑をおか

けしましたことを事務局よりおわび申し上げます。 

  なかなか、ちょっとオンラインというところが、まだまだ試行錯誤ではございま

すが、事務局としても、ちょっと体制をもう一回確認して、次回以降、支障がない

ような会の進行を図りたいと思ってございます。矢﨑分科会長初め、また委員の皆

様からも、いろいろと、またご示唆に富む、いろいろご助言等をいただければと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○矢﨑分科会長 次回は、ぜひスムーズにいくように、よろしくお願いしますね。事

務局、頑張ってください。 

○施設調整担当課長 ありがとうございます。 

○矢﨑分科会長 それでは、これで終了いたします。ありがとうございました。 

○施設調整担当課長 お忙しい中、ありがとうございました。また次回も、よろしく

お願いいたします。 


